
第
五
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
財
務
省

令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

附

則

（
特
定
口
座
開
設
届
出
書
を
提
出
す
る
者
の
告
知
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
特
定
口
座
開
設
届
出
書
を
提
出
す
る
者
の
告
知
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

国
民
年
金
手
帳
（
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部

第
四
条

国
民
年
金
手
帳
（
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
国
民
年
金
手
帳
を
い
う
。
）
が
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等

る
国
民
年
金
手
帳
を
い
う
。
）
が
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
五
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
五
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
と
み
な
さ
れ
る
間
に
お
け
る
新
規
則
第
十
八
条
の
十
二
第

り
同
項
に
規
定
す
る
書
類
と
み
な
さ
れ
る
間
に
お
け
る
新
規
則
第
十
八
条
の
十
二
第

四
項
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
五
の
三
第
十
九
項
（
同
令
第
十

四
項
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
五
の
三
第
二
十
四
項
（
同
令
第

八
条
の
十
五
の
十
第
二
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準

十
八
条
の
十
五
の
十
第
二
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
五
の
三

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
八
条
の
十

第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
八
条
の
十
二
第
四
項
及
び
租
税

二
第
四
項
中
「
掲
げ
る
書
類
（
」
と
あ
る
の
は
、
「
掲
げ
る
書
類
又
は
年
金
制
度
の

特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
五
の
三
第
六
項
中
「
掲
げ
る
書
類
（
」
と
あ

機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

る
の
は
、
「
掲
げ
る
書
類
又
は
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の

四
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

百
四
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
年
金
手
帳
（
」
と
す
る
。

前
の
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
国
民
年
金
手
帳
（
」
と
す
る
。
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